
亀山市公告第７２号 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第９条第１項の規定により、

次のとおり亀山市農業委員会の委員の候補者（以下「農業委員候補者」という。）の推

薦を求めるとともに、農業委員候補者を募集する。 

  令和４年９月２日 

                                   亀山市長 櫻 井 義 之 

 

１ 推薦及び募集の対象者 

推薦及び募集の対象者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推

進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に

行うことができる者とする。 

ただし、次のいずれかに該当する者は、亀山市農業委員会の委員となることがで

きない。 

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

２ 主な職務 

（１）毎月１回程度開催される亀山市農業委員会の会議に出席し、次に掲げる事項につ

いて審議等を行うこと。 

  ア 農地法（昭和２７年法律第２２９号）等により農業委員会の権限に属させられ

た事項 

  イ 農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発

生防止・解消、新規参入の促進等）の推進に関する事項 

（２）必要に応じて現地の確認、研修会等への出席等を行うこと。 

３ 農業委員候補者の人数 

１０人 

４ 推薦及び応募の方法 

（１）農業委員候補者の推薦にあっては亀山市農業委員会の委員の候補者推薦書（以下

「推薦書」という。）に、農業委員候補者の応募にあっては亀山市農業委員会の委

員の候補者応募申込書（以下「応募申込書」という。）に必要な書類を添えて、持



参又は郵送により提出することにより行う。 

   なお、提出された推薦書又は応募申込書は返却しない。 

（２）持参により提出する場合の提出先 

   三重県亀山市本丸町５７７番地 

   亀山市役所本庁舎２階 亀山市農業委員会事務局 

（３）郵送により提出する場合の送付先 

   〒５１９－０１９５ 三重県亀山市本丸町５７７番地 

   亀山市農業委員会事務局 

５ 受付期間 

  令和４年９月２日（金曜日）から同年９月３０日（金曜日）まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

  なお、郵送による提出は、令和４年９月３０日（金曜日）必着とする。 

６ 農業委員候補者の選考 

  ５の受付期間の終了後、亀山市農業委員候補者選考委員会が、農業委員候補者を選

考する。 

７ 任期 

  令和５年３月１１日（土曜日）から令和８年３月１０日（火曜日）まで 

８ 報酬の額 

  亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年亀山市条例第

３８号）に定める額 

９ 問合せ先 

  亀山市農業委員会事務局 

電話 ０５９５－８４－５０４８ 

 


